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　9 丁目市営住宅跡地を塩屋住民の手で公園に整備
する活動を進めています。酷暑となった 8 月は 8
日と 28 日に屋内でのミーティングを開催、月 1～
2回行っている整備は 9月から再開しています。
　7 月までの整備では、毎回 20 名ほどの有志が集
い、神戸市による測量がされた範囲（約 2000 ㎡）
内の草刈りに加え、今年 10 月及び来春のぶどうの
定植に向けて、予定地に防草シート（神戸市より
提供）の設置、また刈り取った笹と糠を使った堆
肥作りを行っています。
　梅雨時期には淡路島の奇跡の星植物館より寄贈
されたアジサイ 25 株をはじめ、近隣のみなさんか
ら寄付された植物の定植も行いました。また塩屋
漁港より廃棄パレット（檜材）をいただき、花壇
などに活用しています。災害時活用も見据えてマ
ンホール簡易仮設トイレの設置実験も行いました。

　8 月のミーティングでは、現在の整備範囲（約
2000 ㎡。神戸市による測量済）における、憩いの
場（災害時活用ゾーン）、遊歩道、低中高木ゾーン、
ぶどうなどの果樹ゾーンについて、より具体的に
話しあい、また植樹する樹種についても、塩屋を
含む六甲山系地域固有の原生林にみられる在来樹
種を中心に、現地斜面の特に夏場の大変厳しい日
照に耐えうる園芸種や西洋種の樹種を選定、図面
を作成することができました。こういった現段階
の構想をベースに、これからもまちの方々からの
活用案を取り入れながら整備を進めていきます。
　また兵庫県のまちなみ緑化助成金申請のための
書類を作成しました。申請に伴い、水遣りやトイ
レのための雨水を利用したシステムについても検
討していく予定です。
　毎月の整備活動につきましては、引き続きまち
づくり推進会の掲示板やホームページで告知して
います。みなさまの参加をお待ちしております！
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頂いた廃材で花壇を随所に

マルチ（除草シート）
を敷きました

植栽＆ぶどうの栽培のQ&A、
未来展望ミーティングも盛んに行われます

市住跡地の活用に向けて

さあ、ここが葡萄畑になるのか？
乞うご期待　

頂いた廃材で花壇を随所に



　2021 年 8 月 22 日（日）に「塩屋谷川で遊ぼう！」を実施
しました。今年は 21 日（土）にも開催予定でしたが、初日
はあいにく雨天のため中止となりました。
　2 日目はなんとか天気も持ち、少し時間を短縮して開催す
ることができました。参加は、子どもが 16 名、大人が 13 名
でした。コープ前から上流に向けて川のなかを歩いていく途
中で、川底の小さなくぼみのなかに大きなうなぎを発見しま
した。また、塩屋小学校の運動場の横あたりは、適度に砂が
堆積していて生き物もたくさんみられます。
　参加した小学生が石の下に網を入れると今度は小さなうな
ぎを捕まえることができました。最後は、昨年と同様に中野
センターの滝で思う存分遊びました。今後、塩屋のまちづく
りのなかで水と緑の空間を整備するにあたり、この中野セン
ターの滝はひとつの大切なスポットになりそうです。川歩き
も、季節ごとに行うとまた違った発見があり楽しいかもしれ
ません。定期的に開催していきたいと思います。（5丁目高田）
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中野センター周辺エリアの整備・活用に向けて

塩屋谷川で遊ぼう！実施報告

　中野センター周辺エリアに関しては、2019 年 8月、
地域から神戸市に対し『中野センター周辺エリアの活
用イメージ』を提案しています。
　対象は中野センターから 9 丁目の市営住宅跡地、さ
らにその間を繋ぐ歩行者ルートで、塩屋谷川にかかる
橋梁も含め、まちにとって重要な歩行者動線であるこ
と、それぞれがコミュニティ育成の場であることなど
を踏まえ、まちの一拠点として改めて位置付けました
【詳細はニュースレターNo.31 号掲載】。
　ここ数年は中野センターの建物自体の安全性が問わ
れる場面が多く、特に現在は、通路内が完全通行止め
になっている状態です。しかし、個人の所有物である
ことから、対応は所有者の判断に委ねるしかありませ
ん。
　私的な空間の公共性を、どう確保していくのか。
　この課題に対し、『活用イメージ』では、前述の理
由から、センター周辺の活用はまちにとって不可欠で
あることを訴え、都市計画道路の整備に伴う中野セン
ターの買い取りを要望しました。市からは、「さらに
具体的な活用計画の提案があれば、市での検討の後押
しになる」と返答があり、定例勉強会の場でそれを進
めているところです【下記図参照】。

　計画作成に向けては、中野センター周辺だけでなく、
都市計画道路の整備対象である大谷交差点や、多くの
人が行き来する幼稚園・小学校とその周辺の道もエリ
アに含め、総合的な検討をすることとなりました。
　歩行者ルートとしての安全性の強化はもちろん、地
域にとってより身近で、より多くの人が関わることが
でき、より塩屋の地形や生活に沿った形で空間が整備
されるよう、活用アイデアを出し合っています。
　例えば、『活用イメージ』の提案とほぼ同時に活用
が開始された市営住宅跡地では、樹木の育成や緑化だ
けでなく、地域の人のアート作品を展示する場所、斜
面を利用した遊びの場、そして緊急時の避難場所とし
ても利用可能なのではという意見が出されました。
　今後は、これらのアイデアを実現するためには何が
必要かという視点から、計画をとりまとめていきます。
　①現状でできることや継続していきたいことは空間
保全・育成の方法を、②現状で実現不可能なことは、
では、どのような整備が必要かということを整理しま
す。
　定例勉強会はどなたも参加可能です。ぜひ、ご意見
をお寄せください。  

※コロナ禍により開催が流動的です。事前に掲示板でご確認く
ださい。
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　塩屋に引っ越してきて3年、まちづくり推進会はじめ、
まちの方々が開催されるイベントに参加させていただ
き、塩屋の町のあれこれを楽しむことが出来て感謝し
ています。
　その中で印象に残っているのは、「しおやあれやこれ
や」シリーズのトークイベントと「9 丁目市住跡地の
整備活動」です。
　「しおやあれやこれや」シリーズのトークイベントで
は塩屋の昔がテーマになっているものにいくつか参加
しました。新型コロナ禍になる前など会場は幅広い年
齢層でぎゅうぎゅう詰め！
　懐かしいモノクロ写真を元に講師と参加者のやりと
りも面白く、活気と塩屋愛で溢れていました。町を大

切に思う気持ちが町の雰囲気に現れてい

るんですね。

　「9丁目市住跡地の整備活動」は、
通りがかりに呼び止められた！？
看板が興味を持ったきっかけで
　　　　　　　　　　　　　す。
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「もしもし…（略）…この町へ実の成る花を咲かせます」
【下記写真参照】

　味わい深い看板の佇まいと「実の成る花を咲かせま
す」というメッセージ。花咲か爺さんに皆んながなる
ような、草木も人も花を咲かせ実を結ぶ豊かな未来の
イメージが浮かびました。時々活動に参加し、ブドウ
を苗木から育てる貴重な経験もさせてもらっています。
皆さんもぜひご一緒に実の成る花を咲かせましょう。

（執筆 塩屋 3丁目在住 國方さん）

今回は、“なか” から！塩屋に住んで 3年の國方さんです！

塩屋児童館北側
狭小カーブ部分 整備完了

3 丁目にカーブミラーを
設置しました

　塩屋児童館北側狭小カー
ブ部分について、道路の整
備が完了しました。工事中
は、ご協力ありがとうござ
いました。引き続き、歩行
者空間の安全性の強化と、
心地の良い空間づくりに向
け、課題整理に努めます。

　交通安全の課題箇所の一
つに挙げていた 3 丁目の丁
字路に、カーブミラーが設
置されました。設置場所と
して私有地の一部をご提供
いただき、東部自治会のご
協力と市の私道整備助成を
得ることで実現しました。

総会開催報告
　去る 6月 27 日、塩屋地域福祉センターにて塩屋ま
ちづくり推進会第 16 回総会が開催されました。コロ
ナ感染拡大予防対策を行いながらでしたが、定足数
29 名以上に対し出席者は 31 名となり、会は成立し
ました。
　事業報告や収支決算報告、規約改正といった審議
事項に加え、各事業から取り組み報告があり、質問
もいくつか出され、活発な議論が交わされました。
　議事内容の概要は紙面 4 ページに掲載、また、総
会資料および参考資料、議事録は「塩屋まちづくり
推進会」ホームページにて公開しています。詳細を
お知りになりたい方は、そちらをご覧ください。

HPへ
アクセス
▼

←育成中の
　ブドウの苗木



頂いた廃材で花壇を随所に科　目
2020 年度まちづくり助成金返還
印刷費
　ニュースレター等発行（3回）　　     150,000 円
　総会・定例会等資料  33,000 円
　活動案内     5,000 円
通信費
　ニュース等配布料（3回）  95,000 円
事業費
　まち縁カフェ会場使用料（12 回） 12,000 円
　市営住宅跡地看板作成費　　　　　　30,000 円
　協賛金　　　　　　　　　　　　　　10,000 円
　イベント保険　　　　　　　　　　　20,000 円
事務費
　事務用品費　他     5,000 円
予備費
合　計

まちづくり方針の共有
「塩屋らしさ・塩屋ならではの良さ」を改めて探り、共有し、それら
を守り、育てるための基本的な考え方や視点を示した「塩屋景観ガ
イドライン（試験運用版、以下「ガイドライン」）」が地域の方々の
目に触れる機会を多く設け、普及に努めるとともに、継続的に意見
を募集します。
また、これを踏まえた地区計画やまちづくり協定等による制度化を
念頭に、助成事業を活用し「ガイドライン」の深化充実・完成度の
向上を図ります。
「ガイドライン」の実例を一覧にした「（仮称）景観資源カタログ」
の充実を図ります。
コミュニティの育成
自発的に活動に関わり、まちの良さを見出し、魅力を付け加え、発
信していけるような、まちづくりの要となる人材の育成に努めます。
多様な人材の日常的な交流を促進し、まちを支える「人のネットワー
ク」強化を図ります。
地域で活動する人々や他団体・他地域とも連携しながら、地域のイ
ベントや伝統行事の継承・発展を図り、まちづくり活動の基盤を強
化します。
塩屋コミュニティバス「しおかぜ」の定着に向けた取り組みを進め
ます（「塩屋コミュニティバスを走らせる会」としての活動）。
また「しおかぜ」を補完する交通手段のあり方についても、検討を
進めます。
まちづくり構想の具体化
「誇りを持って愉しく住み続けられる」まちの将来像をとりまためた
「まちづくり構想」を、「塩屋景観ガイドライン」の考え方を元に具
体化し、コミュニティの形成、防災・安全、地域資源の活用と魅力
発信が一体となった「次期まちづくり構想」提案に向けた経験の蓄
積を図ります。
都市計画道路・塩屋多井畑線に関して、「提案書」「再提案書」「回答書」
に基づいて、引き続き神戸市との協議のもと、整備を推進します。
同時に緊急の歩行者安全対策についても、塩屋多井畑線だけでなく
コミュニティバス経路沿い全域に対象を広げるとともに、歩行者ネッ
トワーク整備施策を具体化するため、神戸市との協議を進めます。
「駅前～大谷交差点周辺～9丁目付近」を対象とした面的整備提案を、
「（仮称）塩屋将来ビジョン」として総合的に位置付け、その中心と
なる第一中野センター周辺の具体的な整備方針を取りまとめ、早期
の用地買収を神戸市に働きかけます。
交流の場、防災スポット、景観ガイドラインの実践の場などを兼ね
た整備の一環として、地域住民の自発的な発想を生かした空地（遊
休地）活用を進め、それぞれのエリアに適した塩屋らしく創造的な
空間利用を促進します。
「水と緑の空間」整備に向けた親水イベントを実施し、地域住民の塩
屋谷川や海岸、塩屋の自然環境への関心を喚起することにより、整
備方針策定に向けて協議を進めます。
地域の文化遺産の継承と活用を進めます。
まちの安全対策
歩行者安全対策の他、災害時の避難路、地域の危険箇所の点検と改善、
安全情報の共有、人と人との協力体制など、総合的な観点から継続
的に地域安全に取り組みます。
まちづくりに係る情報共有・広報活動
地区住民等の参加を広く呼びかけるとともに、ニュースの発行およ
び掲示板・ウェブサイトの更新・活用により、会の活動やまちづく
りの情報を発信・共有します。
まちづくりのテーマに沿った継続的なイベント等を通じて推進会を
PRするとともに、活動への理解と参加を促します。
その他
自主財源の確保を進めます。
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総会審議事項

金額（円）
396,393
300,000
20,000
716,393

科　目
繰越金
まちづくり活動助成金
事業収益・寄付
合　計

＜収入の部＞

金額（円）
113,440
198,000

95,000

72,000

5,000

232,953
716,393

＜支出の部＞

　総会での審議事項は次の通りで、全て承認されました。
総会資料全文や取り組みに関する資料は、推進会のウェ
ブサイトで公開しています。     【塩屋まちづくり推進会で検索】
2020 年度事業報告
■地域資源の保存・共有・継承活動
■地域の文化遺産の継承
■塩屋景観ガイドライン
■自然環境保全・共生活動
■「まちのあり方」についての情報交換
■コミュニティバス「しおかぜ」（塩屋コミュニティバスを走らせる
　会としての事業）
■空地活用
■塩屋将来ビジョン（仮称）
■まちの安全対策
■塩屋海岸護岸工事
■都市計画道路・塩屋多井畑線整備
■しおやまち縁カフェ

2020 年度収支決算報告

規約改正
第 5章補足第 18 条に以下を追加。
（3）本条に基づき、役員会において塩屋まちづくり推進会会議運営
規則を定める。

※規約改正に先立ち「塩屋まちづくり推進会・会議運営規則」の変
更（下線部の追加）を役員会にて行っている。
第 3 条　第 4 条の議長および第 6 条第 1 項の座長の余の役員は、議
事運営を円滑にするため、議長または座長に協力しなければならな
い。

2021 年度事業計画
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地域のまちづくりの研究及び協議
誰でも自由に参加し意見交換ができる場として、「定例勉強会」を
原則として月 1回開催します。
また、随時開催するイベント等でも情報交換を行い、定例勉強会
での検討内容を補完します。
まちづくりに人や社会についての現代的知見を適切に取り入れる
ため、専門家や先進事例を持つ他地域との交流を積極的に行い、
協議の質の向上を図ります。
地域の歴史や文化・自然環境についての情報を収集し、これまで
の蓄積とともにまちづくりの基礎情報として積極的に活用します。

■
・

・

・

・

2021 年度収支予算

科　目
繰越金
まちづくり活動助成金
事業収益・寄付
利息

合　計

摘　要
前年度繰越金
まちづくり活動助成金
寄付、講師謝礼
利息

＜収入の部＞
決算額（円）

574,531
300,000
20,000

6
894,537

＜支出の部＞
科　目
印刷費
　ニュースレター等
　発行　
　総会・定例会資料
　
活動案内

通信費
　ニュースレター等
　配布料

事業費
　まち縁カフェ
　会場使用料
　イベント保険代
　「塩屋景観ガイドラ
　イン」冊子作製
　協賛金

事務費
　事務用品費　他

予備費
小　計

次年度繰越金
合　計

決算額（円）

75,000

25,000

3,500

63,084

9,000

1,500
300,000

10,000

11,060

－
498,144
396,393
894,537

摘　要

ニュースレターNo.33・34 印刷代

総会資料、定例会資料、大判資料

月例会行事他案内ポスター

ニュースレターNo.33・34 配布料
切手代 84 円

まち縁カフェ会場使用料

川イベント
デザイン費、編集事務費、編集サポー
ト費、WEB ページ作成費
塩屋コミュニティバスを走らせる会
への協賛金

電子体温計、消火器


